
　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 5年度静岡県公債管理特別会計

令和 5年度静岡県自動車税等証紙徴収事務特別会計

　　４９６，２７０，２８０

　　　　２，７６２，８７３

　　４９６，２７０，２８０

　　　　２，７６２，８７３

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 387



　　　　　　３２８，７７５

　　　　　　　３０，５１３

　　　　　　２７５，１７５

　　　　　　　３０，５１３

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 5年度静岡県県営住宅事業特別会計

令和 5年度静岡県母子父子寡婦福祉資金特別会計

　　　１３，６３７，８９０

　　　　　　６０９，５０１

　　　１３，３０９，１１５

　　　　　　５７８，９８８

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　５３，６００

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　５３，６００

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 388



　　　　　　　　　　８８２

　　　　８，８６１，３４０

　　　　　　　　　　８８２

　　　　８，８６１，３４０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 5年度静岡県心身障害者扶養共済事業特別会計

令和 5年度静岡県国民健康保険事業特別会計

　　　　　　６５２，６１８

　　３２８，８１６，８７０

　　　　　　６５１，７３６

　　３１９，９５５，５３０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円
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　　　　　　　３９，８１３

　　　　　　１７６，２３３

　　　　　　　３９，８１３

　　　　　　１７６，２３３

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 5年度静岡県中小企業高度化資金貸付事業等特別会計

令和 5年度静岡県林業改善資金特別会計

　　　　２，４４０，３６０

　　　　　　２１２，４００

　　　　２，４００，５４７

　　　　　　　３６，１６７

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 390



　　　　　　１９６，９８９

　　　　　　１７９，８１６

　　　　　　１９６，９８９

　　　　　　１４０，３７３

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分

 区   分

 金    額

 金    額

１

１

歳 入 総 額

歳 入 総 額

２

２

３

３

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４

４

翌年度へ繰り越すべき財源

翌年度へ繰り越すべき財源

５

５

６

６

実 質 収 支 額

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(１)

(２)

(２)

(３)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

計

（注）千円未満四捨五入

（注）千円未満四捨五入

令和 5年度静岡県沿岸漁業改善資金特別会計

令和 5年度静岡県清水港等港湾整備事業特別会計

　　　　　　２０８，７４０

　　　　５，９５２，３８１

　　　　　　　１１，７５１

　　　　５，７７２，５６５

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　３９，４４３

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　３９，４４３

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

千円

附 391



　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

 区   分  金    額

１ 歳 入 総 額

２

３

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

５

６

実 質 収 支 額

実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

(１)

(２)

(３)

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

（注）千円未満四捨五入

令和 5年度静岡県物品調達事務等特別会計

　　　　１，３５８，１７５

　　　　１，３５８，１７５

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

　　　　　　　　　　　　０

千円

附 392


